
脇
田
滋
先
生
の

正社員にしてくれない

 

【
回
答
】

派 遣社 員 と して大 手 電気 会

社 の 工場 で家 電 製 品 を作 っ て

い ます。4年 以上 働 いて い ま

す が 、 正社 員 に して くれ ませ

ん。 「3年 以上働 い た ら正社 員

に な る は ず 。 違 法 じ ゃ な い

か 」 と上 司 に 訴 え て も と り

あ っ て くれ ませ ん。 ど う した

らいいで しょうか?

(男性 、33歳、京都市)

 

製
造
業
務
で
も
労
働
者

派
遣
が
解
禁
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
派
遣
可
能
期
間
は

上
限
3
年
で
す
。
正
確
に

は
1
年
か
ら
3
年
ま
で
の

間
で
派
遣
先
が
過
半
数
労

働
者
代
表
の
意
見
を
聴
い

て
決
め
ま
す
。

こ
の
期
間
は
派
遣
労
働

者
が
従
事
す
る
派
遣
先
業

務
を
基
準
に
考
え
ま
す
。

派
遣
会
社
や
労
働
者
が
入

れ
替
わ
つ
て
も
、
あ
る
派

遣
先
の
業
務
で
合
計
し
て

派
遣
の
受
入
が

一
定
期
間

(上
限
3
年
)を
超
え
た
と

き
に
は
、
そ
れ
以
上
の
派

遣
は
違
法
と
な
る
の
で
す

(派
遣
法
40
条
の
2
)。

派
遣
先
は
、
派
遣
可
能

期
間
を
超
え
て
違
法
と
な

る
最
初
の
日
(抵
触
日
)を

派
遣
元
に
通
知
す
る
義
務

が
あ
り
ま
す
(40
条
の
2

5
項
)。
派
遣
元
は
、

こ
の
通
知
を
受
け
た
と
き

に
は
す
ぐ
に
派
遣
労
働
者

に
抵
触
日
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
(
34
条

2
項
)。

こ
の
抵
触
日
が
何
年
何

月
何
日
に
な
っ
て
い
る
か

を
確
認
し
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

既
に
4
年
以
上
働
い
て

い
れ
ば
、
派
遣
可
能
期
間

を
超
え
て
い
る
こ
と
は
確

実
で
す
。
派
遣
元
は
期
間

を
超
え
た
派
遣
が
禁
止
さ

3年 越えての

派 遣 は違 法

 

れ
(35
条
1
項
)、
違
反
に

は
罰
則
も
あ
り
ま
す
(
61

条
)。他

方
、
派
遣
先
も
派
遣

受
入
れ
が
で
き
ず
(40
条

の
2
)、
派
遣
先
が
抵
触

日
以
降
、
引
き
続
い
て
派

遣
労
働
者
を
使
用
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
抵
触
日
の

前
日
ま
で
に
派
遣
労
働
者

で
あ
っ
て
派
遣
先
に
雇
用

さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る

者
に
対
し
て
雇
用
契
約
の

申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
(
法
40
条
の

4
)。こ

れ
ら
に
反
す
る
と
き

に
は
、
労
働
者
は
都
道
府

県
の
労
働
局
(国
の
機
関
)

に
申
告
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
労
働
局
か
ら
派
遣

先
に
対
し
て
指
導
、
助
言

が
あ
り
、
労
働
者
を
雇
い

入
れ
る
よ
う
に
勧
告
を
し

て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま

す
(49
条
の
2

2
項
)。

こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
に

は
、
派
遣
先
の
企
業
名
公

表
も
あ
り
ま
す
(
同
3

項
)。し

か
し
実
際
に
は
、
派

遣
労
働
者
が
派
遣
期
間
終

了
後
、
派
遣
先
か
ら
雇
用

の
申
込
み
を
受
け
て
正
社

員
に
な
る
例
は
き
わ
め
て

少
数
で
す
。
現
行
派
遣
法

は
労
働
者
保
護
や
派
遣
先

へ
の
規
制
が
余
り
に
も
弱

い
か
ら
で
す
。
現
実
に
正

社
員
化
を
実
現
す
る
に

は
、
派
遣
労
働
者
を
援
助

す
る
地
域
労
組
な
ど
に
相

談
し
、
知
識
と
力
を
蓄
え

な
が
ら
問
題
提
起
を
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

◇

わ
き
た

・
し
げ
る

1

9
4
8
年
生
ま
れ
。
龍
谷

大
学
教
授
。
専
門
分
野
は

労
働
法

・
社
会
保
障
法
。

相
談
募
集

封
書
か

メ
ー
ル
で
「労
働
相
談
」

係
ま
で
お
送
り
く
だ
さ

い
。
宛
先
は
、
6
面
の

「ア
ロ
ー
ク
ロ
ス
」
の
応

募
方
法
を
参
照
。
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